
食品表示法改正対策セミナー
新食品表示法は、2015 年 4 月に施行され、2020 年 4 月に完全移行となりました。

その後も、アレルギー表示の変更や既に経過措置期間が終了した添加物の不使用表示や遺伝

子組換え表示の厳格化など、食品表示は常に変化しています。

取引先との商談をスムーズに進めるために食品表示法対応は重要です。

食品表示に不安がある方、再確認したい方、ぜひご参加ください。

令和6年度制度改正等の課題解決環境整備事業

FOODYELL 代表 藤本 恵子 氏

「知らなかった」では 済まされない！

申込先・お問い合わせ
長崎県商工会連合会 企業支援課（担当：神田、清水、江﨑）
長崎市桜町4-1 長崎商工会館８階
TEL 095-824-5413 FAX 095-825-0392
Eメール shinko@shokokai-nagasaki.or.jp  https://www.shokokai-nagasaki.or.jp

食品表示の最新動向と表示の自主点検ポイント
・原料原産地表示、栄養成分表示のチェック事項
・アレルギー表示の改正
・2023年、2024年の食品表示法改正について

（無添加表示、遺伝子組換え表示）

日時 令和６年７月１７日（水）
14：00～16：00

講師

対象 加工食品などを製造・販売されている方
食品表示の知識に不安がある方、再確認したい方
商品力を向上させたい方
「魅力発信！ながさき商談会」等食品関係の商談会へ出展予定の方

参加
無料

30年以上にわたり食品メーカー・大手流通など食に関わる仕事に従事。
商品開発、商品企画、営業、品質管理など様々な部門に携わった経験
を活かし、2021年より個人事業主として商品開発・品質管理のアドバ
イザー業務を行う。
上級食品表示診断士、一級惣菜管理士、JHTC認定HACCP上級コー
ディネーター、管理栄養士、マーケティング管理士、食育インストラ
クター、フードアナリスト

主催：長崎県商工会連合会

オンライン
（Zoom）

開催

セミナー内容
（予定）

※オンラインのみでの開催です。申込書に記載されたメールアドレスへ7月16日㈫までに、セミナー参加用URLを送
信します。7月16日㈫までに、セミナー参加用URLの通知が無い場合はお問い合せください。

※セミナー当日、インターネットが繋がるPC、タブレット等でセミナー参加用URLにアクセスしてください。
※セミナー終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。



お申込先 
長崎県商工会連合会 企業支援課 行き 
メール  shinko@shokokai-nagasaki.or.jp 

 
 

事業者名  

住  所  

ＴＥＬ  

Ｅメール  

参加者氏名①  

参加者氏名②  

連絡事項  

食品表示法改正対策セミナー 参加申込書 

セミナー参加ご希望の方は、下記に必要事項を記入後、Ｅメールにてお申し込みください。 

令和６年７月１７日（水） １４：００～１６：００ 

令和６年７月１１日（木）   

日  時 

申込締切 

※記載されたメールアドレスへ 7月 16日（火）までに、セミナー参加用 URLを送信します。
7月 16日（火）までに、URLの通知が無い場合は、お問い合わせください。 

※本申込書にご記入いただきました個人情報につきましては、各種連絡・情報提供のために 
利用いたします。 

主催：長崎県商工会連合会 

形  式 オンライン（Zoom） 
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